
◎国立大学法人法 
（平成一五年七月一六日法律第一一二号）   

一、提案理由（平成一五年四月三日・衆議院文部科学委員会） 

○遠山国務大臣 このたび政府から提出いたしました国立大学法人法案、独立行政法人

国立高等専門学校機構法案、独立行政法人大学評価・学位授与機構法案、独立行政法人

国立大学財務・経営センター法案、独立行政法人メディア教育開発センター法案及び国

立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、その提案理由

及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 知の世紀とも言われる二十一世紀にあっては、大学が学問や文化の継承と創造を通じ

社会に貢献していくことが極めて重要になっています。 

 今回提出いたしました国立大学法人法案等の六法案は、このような状況を踏まえ、現

在、国の機関として位置づけられている国立大学や国立高等専門学校等を法人化し、自

律的な環境のもとで国立大学をより活性化し、すぐれた教育や特色ある研究に積極的に

取り組む個性豊かな魅力ある国立大学を育てることなどをねらいとするものであります。 

 次に、法律案の内容の概要について、順次御説明申し上げます。 

 初めに、国立大学法人法案についてであります。 

 この法律案は、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の組織及び運営について、次

のような事項を定めるものであります。 

 第一に、国立大学法人及び大学共同利用機関法人は、それぞれ国立大学法人法案の定

めるところにより設立される法人とし、その名称及び各国立大学法人が設置する国立大

学について定めております。 

 第二に、国立大学法人等の業務に関して評価するための国立大学法人評価委員会の設

置について定めております。 

 第三に、国立大学法人に役員として学長、理事及び監事を置き、予算など重要事項に

ついては学長及び理事で構成される役員会の議を経て学長が決定することとしておりま

す。また、審議機関として経営協議会及び教育研究評議会を設置するなど国立大学法人

の組織について定めるとともに、役員や経営協議会の委員に学外有識者を迎えることに

より、民間的な発想を取り入れつつ学長を中心とした国立大学法人の経営体制の確立を

図ることとしております。 

 第四に、文部科学大臣による国立大学法人の学長の任免や中期目標の策定等について

は、大学の自主性に配慮した仕組みを定めております。 

 第五に、国立大学法人の業務の範囲について定めるとともに、財務及び会計に関する

規定を置き、あわせて独立行政法人通則法の規定を必要に応じ準用することとしており

ます。 

 第六に、大学共同利用機関法人についても、国立大学法人と同様に、組織、業務及び

その自主性に配慮した仕組み等を定めております。 



 第七に、国立大学から国立大学法人への移行に伴う権利義務の承継その他所要の経過

措置等に関する事項を定めるとともに、この法律の施行期日を平成十五年十月一日とし、

また、国立大学法人等の設立の期日は平成十六年四月一日としております。 

……………（略）…………… 

 以上が、国立大学法人法案等の六法案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願い申し上げます。 

二、衆議院文部科学委員長報告（平成一五年五月二二日） 

○古屋圭司君 ただいま議題となりました六法律案につきまして、文部科学委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、各法律案の主な内容について申し上げます。 

 国立大学法人法案は、国立大学を設置する国立大学法人について、大学の教育研究の

特性に配慮して、自律的な環境のもとで国立大学をより活性化するため、その組織、業

務の範囲、中期目標等について必要な事項を定めるものであります。 

……………（略）…………… 

 各法律案は、四月三日本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会

に付託されました。 

 本委員会におきましては、各法律案を一括して議題とし、同日遠山文部科学大臣から

提案理由の説明を聴取し、同月十六日から質疑に入り、参考人から意見を聴取するなど

慎重に審議を行ってまいりました。五月十六日、国立大学法人法案に対し民主党・無所

属クラブから提出された修正案の提案理由の説明を聴取し、同日質疑を終局し、討論、

採決の結果、同修正案は賛成少数をもって否決し、各法律案は賛成多数をもって原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

 なお、これら六法律案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一五年五月一六日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべき

である。 

一 国立大学の法人化に当たっては、憲法で保障されている学問の自由や大学の自治の

理念を踏まえ、国立大学の教育研究の特性に十分配慮するとともに、その活性化が図

られるよう、自主的・自律的な運営の確保に努めること。 

二 国立大学の運営に当たっては、学長、役員会、経営協議会、教育研究評議会等がそ

れぞれの役割・機能を十分に果たすとともに、相互に連携を密にすることにより自主

的・自律的な意思決定がなされるよう努めること。また、教授会の役割についても十

分配慮すること。 

三 役員等については、大学の教育研究や運営に高い識見を有し、当該大学の発展に貢

献し得る者を選任するよう努めること。 



四 文部科学大臣は、中期目標の作成及び中期計画の認可に当たっては、大学の自主

性・自律性を尊重する観点に立って適切に行うこと。 

五 国立大学の評価に当たっては、明確かつ透明性のある基準に従って行うとともに、

基礎的な学問分野の継承発展や国立大学が地域の教育、文化、産業等の基盤を支えて

いる役割にも十分配慮すること。また、中期目標等の業績評価と資源配分を結びつけ

ることについては、大学の自主性・自律性を尊重する観点に立って慎重な運用に努め

ること。さらに、評価に係る業務が国立大学の教職員の過度の負担とならないよう努

めること。国立大学法人評価委員会の委員は大学の教育研究や運営について高い識見

を有する者から選任すること。 

六 運営費交付金等の算定に当たっては、公正かつ透明性のある基準に従って行うとと

もに、法人化前の公費投入額を十分に確保し、必要な運営費交付金等を措置するよう

努めること。また、学生納付金については、経済状況によって学生の進学機会を奪う

こととならないよう、適正な金額とするよう努めること。 

七 国立高等専門学校については、各学校の自主性・自律性を尊重し、教育研究の個性

化、活性化、高度化が一層進むよう配慮すること。 

八 国は、高等教育の果たす役割の重要性に鑑み、国公私立全体を通じた高等教育に対

する財政支出の充実に努めること。また、高等教育及び学術研究の水準の向上と自立

的な発展を図る立場から、地方の大学の整備・充実に努めること。 

九 職員の身分が非公務員とされることによる勤務条件等の整備については、教育研究

の特性に配意し、適切に行われるよう努めること。また、大学の教員等の任期に関す

る法律の運用に当たっては、教育研究の進展に資するよう配慮すること。 

十 公立の義務教育諸学校の教職員の処遇については、学校教育の水準の維持向上のた

めの義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法を今後とも堅持し、国

家公務員に準拠する規定が外されることにより同法の趣旨が損なわれることがないよ

う、十分配慮すること。 

三、参議院文教科学委員長報告（平成一五年七月九日） 

○大野つや子君 ただいま議題となりました六法律案につきまして、文教科学委員会に

おける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 これらの法律案につきましては、去る五月二十三日、本会議において趣旨説明を聴取

しておりますので、その内容については簡略に述べることといたします。 

 まず、国立大学法人法案は、国立大学法人及び大学共同利用機関法人を設立するため、

その組織及び運営に関し必要な事項を定めようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、六法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取すると

ともに、国立大学法人と独立行政法人の相違点、中期目標への大学の意向の反映方法、

業績評価における公正性、透明性の確保、学長等役員の人選の在り方、法人化後の授業



料、法人化に伴う準備行為の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議

録によって御承知願いたいと存じます。 

 質疑を終局した後、国立大学法人法案に対し、民主党・新緑風会を代表して佐藤理事

より、中期目標は国立大学法人等が作成し、文部科学大臣への届出とすること等を内容

とする修正案が提出され、これに対し質疑が行われました。 

 次いで、六法律案及び修正案を一括して討論に入りましたところ、民主党・新緑風会

を代表して山根委員より、国立大学法人法案に反対、修正案に賛成、自由民主党・保守

新党及び公明党を代表して橋本理事より、六法律案に賛成、修正案に反対、日本共産党

を代表して林理事より、六法律案及び修正案に反対の意見が述べられました。 

 討論を終わり、順次採決の結果、国立大学法人法案に対する修正案は賛成少数をもっ

て否決され、国立大学法人法案等六法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべ

きものと決定いたしました。 

 なお、六法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一五年七月八日） 

 政府及び関係者は、国立大学等の法人化が、我が国の高等教育の在り方に与える影響

の大きさにかんがみ、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべき

である。 

一、国立大学の法人化に当たっては、憲法で保障されている学問の自由や大学の自治の

理念を踏まえ、国立大学の教育研究の特性に十分配慮するとともに、その活性化が図

られるよう、自主的・自律的な運営を確保すること。 

二、国立大学法人の運営に当たっては、学長、役員会、経営協議会、教育研究評議会等

がそれぞれの役割・機能を十分に果たすとともに、全学的な検討事項については、各

組織での議論を踏まえた合意形成に努めること。また、教授会の役割の重要性に十分

配慮すること。 

三、役員等については、大学の教育研究や運営に高い識見を有し、当該大学の発展に貢

献し得る者を選任するとともに、選任理由等を公表すること。また、政府や他法人か

らの役員の選任については、その必要性を十分に勘案し、大学の自主性・自律性を阻

害すると批判されることのないよう、節度を持って対応すること。監事の任命に当た

っては、大学の意向を反映するように配慮すること。 

四、学長選考会議の構成については、公正性・透明性を確保し、特に現学長が委員にな

ることについては、制度の趣旨に照らし、厳格に運用すること。 

五、中期目標の実際上の作成主体が法人であることにかんがみ、文部科学大臣は、個々

の教員の教育研究活動には言及しないこと。文部科学大臣が中期目標・中期計画の原

案を変更した場合の理由及び国立大学法人評価委員会の意見の公表等を通じて、決定

過程の透明性の確保を図るとともに、原案の変更は、財政上の理由など真にやむを得



ない場合に限ること。 

六、法人に求める中期目標・中期計画に係る参考資料等については、極力、簡素化を図

ること。また、評価に係る業務が教職員の過度の負担とならないよう、特段の措置を

講ずること。 

七、国立大学の評価に当たっては、基礎的な学問分野の継承発展や国立大学が地域の教

育、文化、産業等の基盤を支えている役割にも十分配慮すること。また、評価結果が

確定する前の大学からの意見申立ての機会の付与について法令上明記し、評価の信頼

性の向上に努めること。 

八、国立大学法人法による評価制度及び評価結果と資源配分の関係については、同法第

三条の趣旨を踏まえ慎重な運用に努めるとともに、継続的に見直しを行うこと。 

九、国立大学法人評価委員会の委員は大学の教育研究や運営について高い識見を有する

者から選任すること。評価委員会の委員の氏名や経歴の外、会議の議事録を公表する

とともに、会議を公開するなどにより公正性・透明性を確保すること。 

十、独立行政法人通則法を準用するに当たっては、総務省、財務省、文部科学省及び国

立大学法人の関係において、大学の教育研究機関としての本質が損なわれることのな

いよう、国立大学法人と独立行政法人の違いに十分留意すること。 

十一、独立行政法人通則法第三十五条の準用による政策評価・独立行政法人評価委員会

からの国立大学法人等の主要な事務・事業の改廃勧告については、国立大学法人法第

三条の趣旨を十分に踏まえ、各大学の大学本体や学部等の具体的な組織の改廃、個々

の教育研究活動については言及しないこと。また、必要な資料の提出等の依頼は、直

接大学に対して行わず、文部科学大臣に対して行うこと。 

十二、運営費交付金等の算定に当たっては、算定基準及び算定根拠を明確にした上で公

表し、公正性・透明性を確保するとともに、各法人の規模等その特性を考慮した適切

な算定方法となるよう工夫すること。また、法人化前の公費投入額を踏まえ、従来以

上に各国立大学における教育研究が確実に実施されるに必要な所要額を確保するよう

努めること。 

十三、学生納付金については、経済状況によって学生の進学機会を奪うこととならない

よう、将来にわたって適正な金額、水準を維持するとともに、授業料等減免制度の充

実、独自の奨学金の創設等、法人による学生支援の取組についても積極的に推奨、支

援すること。 

十四、国立大学附置研究所については、大学の基本的組織の一つであり、学術研究の中

核的拠点としての役割を果たしていることにかんがみ、短期的な評価を厳に戒めると

ともに、財政支出の充実に努めること。全国共同利用の附置研究所についてもその特

性を生かすこと。また、各研究組織の設置・改廃や全国共同利用化を検討するに当た

っては、各分野の特性や研究手法の違いを十分尊重し、慎重に対応すること。 

十五、法人化に伴う労働関係法規等への対応については、法人の成立時に違法状態の生



ずることのないよう、財政面その他必要な措置を講ずること。また、法人への移行後、

新たに必要とされる雇用保険等の経費については、運営費交付金等により確実に措置

すること。 

十六、国立大学法人への移行について、文部科学省は、進捗状況、課題などを明らかに

し、当委員会に報告を行うこと。 

十七、学校教育法に規定する認証評価制度の発展を通じ、国立大学等が多様な評価機関

の評価を受けられる環境を整備し、ひいては我が国における大学評価全体の信頼性の

向上を図るため、認証評価が円滑に行われるよう必要な資金の確保、その他必要な援

助に努めること。 

十八、国立高等専門学校については、各学校の自主性・自律性を尊重し、教育研究の個

性化、活性化、高度化が一層進むよう配慮すること。 

十九、国は、高等教育の果たす役割の重要性にかんがみ、国公私立全体を通じた高等教

育に対する財政支出の充実に努めること。また、高等教育及び学術研究の水準の向上

と自立的な発展を図る立場から、地方の大学の整備・充実に努めること。 

二十、職員の身分が非公務員とされることによる勤務条件等の整備については、教育研

究の特性に配意し、適切に行われるよう努めること。また、大学の教員等の任期に関

する法律の運用に当たっては、選択的限定的任期制という法の趣旨を踏まえ、教育研

究の進展に資するよう配慮するとともに、教員等の身分保障に十分留意すること。 

二十一、法人への移行に際しては、「良好な労働関係」という観点から、関係職員団体

等と十分協議が行われるよう配慮すること。 

二十二、公立の義務教育諸学校の教職員の処遇については、学校教育の水準の維持向上

のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法を今後とも堅持し、

国家公務員に準拠する規定が外されることにより同法の趣旨が損なわれることがない

よう、十分配慮すること。 

二十三、高等教育のグランドデザインの検討に当たっては、生涯学習社会の形成の観点

から、専門学校を含む高等教育全体について、関係府省、地方公共団体等とも連携し

つつ、広範な国民的論議を踏まえ行うこと。 

 右決議する。 


